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１【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

当社は、2025年6月25日開催の取締役会において、業績連動型株式報酬制度（以下、「本制度」といいます。）に基づ

き、当社の執行役員を兼務する取締役及び日本以外の帝人グループ会社と雇用契約等の契約を締結し当該会社を原籍と

する帝人グループ執行役員、ミッション・エグゼクティブ並びに海外グループ会社の役員（以下、総称して「海外割当

対象者」といいます。）に対し、株式報酬を付与することを決議し、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の

開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の規定に基づき2025年6月25日に臨時報告書を提出いたしました。

その後、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき2026年6月19日に本臨時報告書の訂正報告書を提出いたしまし

たが、当該訂正報告書の記載事項について一部訂正すべき事項が判明したため、金融商品取引法第24条の5第5項の規定

に基づき、改めて本臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

２【訂正事項】

2　報告内容

Ⅱ．海外における株式報酬の付与（今後権利確定する事後交付型の付与）

(2）発行数

(4）発行価額の総額及び資本組入額の総額

(13)その他の事項

②　当該株券を取得しようとする者の概要

 

 

３【訂正箇所】

　訂正箇所は＿＿＿罫で示してあります。

 

2　報告内容

Ⅱ．海外における株式報酬の付与（今後権利確定する事後交付型の付与）

（訂正前）

(2）発行数

43,667　株

 

（訂正後）

(2）発行数

45,317　株

 

（訂正前）

(4）発行価額の総額及び資本組入額の総額

発行価額の総額　72,050,550　円

資本組入額の総額　該当事項はありません。

注：発行価額の総額は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額です。なお、本臨時報告書の対象とした募集

は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入されません。

 

（訂正後）

　(4）発行価額の総額及び資本組入額の総額

発行価額の総額　74,773,050　円

資本組入額の総額　該当事項はありません。

注：発行価額の総額は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額です。なお、本臨時報告書の対象とした募集

は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入されません。

 

（訂正前）

(13)その他の事項

②　当該株券を取得しようとする者の概要

取得者は日本国外に所在する当社の執行役員を兼務する取締役1名及び日本以外の帝人グループ会社と雇用契

約等の契約を締結し当該会社を原籍とするミッション・エグゼクティブ2名並びに海外グループ会社の役員3名

です。

 

（訂正後）

(13)その他の事項

②　当該株券を取得しようとする者の概要
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取得者は日本国外に所在する当社の執行役員を兼務する取締役1名及び日本以外の帝人グループ会社と雇用契

約等の契約を締結し当該会社を原籍とする帝人グループ執行役員1名、ミッション・エグゼクティブ2名並びに

海外グループ会社の役員3名です。

 

 

 

以　上
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